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衆議院定数の拙速な削減に反対する意見書 

 

第 219回臨時国会において、与党が衆議院に提出した「衆議院議員の定数

削減等に関する法案」は、なぜ削減幅が 1割なのか、与野党協議で結論を出

す期限がなぜ 1年なのか、の根拠が示されておらず、また、協議で結論が出

なければ小選挙区 25，比例区 20を自動削減する条項も熟議を否定するもの

であり、選挙制度という民主主義の根幹に関わる共通のルールを決める際に

は、各党の合意を得て進めてきた日本の議会制民主主義の原則を踏み外すも

のであり、与党の横暴である。本来、議員定数については立法府たる国会に

おいて全体で議論を行われるべきことであり、政権与党だけで短期間に決め

ようとする姿勢は、あまりに拙速で乱暴と言わざるを得ない。 

選挙制度は議会制民主主義の根幹であり、議員定数については選挙制度と

不離不可分なものとして扱われるべき問題である。言論の府たる立法府にお

かれては少数意見の尊重と多様性の確保が求められるところである。議員定

数の軽々な削減は立法府における民意の反映を空疎化するものであることか

ら、根拠なき定数削減は許される事ではない。議員定数については選挙制度

の抜本改革と合わせ熟議を重ねるよう求めるものである。よって、向日市議

会は議会制民主主義の根幹を擁護し拙速な定数削減に反対するものである。 

 

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出する。 

 

令和７年１２月１８日 

京都府向日市議会 


